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                            分任支出負担行為担当官

                            陸上自衛隊中央会計隊

                                契約科長  宮内　修嗣

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

4K6Z43C04010 4L7V4AS0005

ST1.00

現地

令和7年2月24日（月）～令和10年3月15日（水）

0001

数 量

２　競争参加資格

　　次のいずれかであること

　　全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C等級であること

　　ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所

　　陸上自衛隊中央会計隊契約科事務室及び中会ホームページ（http://www.mod.go.jp/gsdf/dc/cfin/html/）

４　説明会及び入札執行の日時場所

　　説明会日時場所：令和6年12月16日（月）  　  　　中央会計隊入札室（Ｅ―１棟　６Ｆ）

　　入札日時場所　：令和7年2月4日（火）11時00分　中央会計隊入札室（Ｅ―１棟　６Ｆ)

５　保証金

　　入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式

　　落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項

（１) 競争参加資格

　　　　防衛省所管契約事務取扱細則第１８条第４項第１号から第７号に該当する者は格付けを問わないが、

　　　各号のいずれかに該当すること及び本公告の調達物品に係る資格の種類を有しており本公告の調達物件を

　　　履行できる技術力が確認できる書類等を令和７年１月１７日１７時００分までに書面等にて提出すること。

（２）入札に関する条件

　　　  ア　仕様書第５項　受託者の条件等については令和７年１月１７日１７時００分までに下記の承認先、

　　　陸上幕僚監部装備計画部装備計画課輸送室の承認を得るものとする。

　　　その後、承認を得た業者のみに対し

　　　「調達要領指定書　別冊」を承認先と調整した後、交付する。

　　　なお、別冊については入札時に回収するものとする。

　　　　承認先：陸上幕僚監部装備計画部装備計画課輸送室　　峠　　(TEL:03-3268-3111　内線40777)

（３）入札の方法

　　　　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセント

　　　に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときには、その

　　　端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、消費税に係

　　　る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の

　　　１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

（４）契約書作成の要否

i401公告

１　入札事項

公 告

輸送艦の維持整備業務

仕様書のとおり



　　ア　契約金額が５０万円以上の場合は請書、１５０万円を超えた場合は契約書を作成し提出

　　　すること。契約書等の記載要領等の細部については、落札決定後落札者に説明する。

　　イ　適用する契約条項

　　　　入札説明会の際に示すものとする。

（５）その他

　　ア　競争参加資格の年度は令和０４・０５・０６年度とする。

　　イ　入札及び契約に関する詳細は「入札及び契約心得」を閲覧されたい。

　　ウ　郵便による入札は、予め郵送を担当者に連絡の上、入札開始日の前日１７時００分

　　（前日が休日又は休養日の場合は、その前日）までに担当者必着分を有効とする。

　　エ　代理による入札者は、入札時までに委任状を提出すること。

　　オ　入札に参加する者は、入札までに「資格審査結果通知書（写）」を提出すること。

　　　（ＦＡＸ可）

　　カ　郵便入札があった場合の再度入札の日時場所

　　　　別途執行日時を示し、後日執行する。

　　キ　入札説明会

　　　　細部時間は入札説明会に関する問い合わせ先と調整すること。

　　　　なお、入札説明会に参加しなかった者の入札参加は認めない。

　　ク　その他の項目については別紙による。

　　ケ　契約手続の問い合わせ先

　　　　中央会計隊契約科第３班　　當銘（とうめ）　 　　（TEL:03-3268-3111　内線47555）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（FAX:03-5269-5135（直通））

　　　　仕様書及び入札説明会に関する問い合わせ先　

　　　　陸上幕僚監部装備計画部装備計画課輸送室　　峠　　(TEL:03-3268-3111　内線40777)
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調達要求番号：４Ｌ７Ｖ４ＡＳ０００５ 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

輸送艦の維持整備業務 

ＧＬＴ－Ｃ－Ｆ－０００００９ 

防衛大臣承認 令和  年  月  日 

作    成 令和 ６年１１月１５日 

変    更 令和  年  月  日 

作成部隊等名 陸上幕僚監部装備計画部装備計画課 

1  総則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は，自衛隊海上輸送群（仮称）が保有する輸送艦の維持整備業務に適用する。 

1.2 用語の定義 

 この仕様書で用いる主な用語及び略語の定義は，次による。 

1.2.1 

PBL(Performance Based Logistics) 

 装備品等の維持・整備に係る業務について，部品等の売買契約若しくは製造請負契約又は修理等の役務

請負契約の都度，必要な部品の個数や役務の工数に応じた契約を結ぶのではなく，役務の提供等により得

られる成果（可動率の維持・向上，修理時間の短縮，安定在庫の確保等のパフォーマンスの達成）に主眼

を置き，官民の長期的なパートナーシップの下で包括的な業務範囲について契約を結ぶものをいう。 

1.2.2 

KPI(Key Performance Indicator) 

官民の合意により設定した，役務の提供等により得られる効果について評価するための業務評価指標の

ことをいう。 

1.2.3 

官給・寄託 

 官側が保有する物品を契約の相手方に引き渡し，使用用途などに応じ官給又は寄託に区分することをい

う。 

1.2.4 

官給・寄託品 

 官側から官給・寄託され，契約の相手方が保管，在庫管理などを行う物品をいう。 

1.2.5 

部隊 

 輸送艦を運航，整備する，自衛隊海上輸送群（仮称）をいう。 

1.2.6 

自衛隊海上輸送群（仮称） 

 令和６年度末に新編し，輸送艦が配備される共同の部隊をいう。 

1.2.7 

輸送艦 

 令和６年度末に自衛隊海上輸送群（仮称）に配備されるＬＳＶ（建造番号４１５１）及びＬＣＵ（建造
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番号４１７１）をいう。 

1.2.8 

整備計画の策定 

 輸送艦の安全性及びその目的に対する適合性を確保するために必要な保守整備業務の計画のことをいう。 

1.2.9 

保守整備業務 

 輸送艦の安全性及びその使用目的に対する適合性を確保するため，必要な点検,整備，修理,塗装,物品供

給等を行うことをいう。造船所に再委託する場合は，造船所との契約行為及び造船所が実施する保守整備

業務の履行管理を実施すること。 

1.2.10 

物品供給 

輸送艦の乗員整備に必要な物品の供給，修理，需給予測，保管及び在庫管理などの業務の総称を指す。

また，必要となった物品は，遅滞なく供給すること。 

1.2.11 

定例ミーティング 

 四半期ごとに陸上自衛隊陸上幕僚監部が開催する，業務実施状況など（保証基準の達成状況を含む。）

の確認，保守整備業務の実施項目，今後のスケジュール，仕様書及び実施要領書の解釈及び変更などに係

る細部調整，情報共有のための会議のことをいう。 

1.3  引用文書等 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすも

のであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。また，関連文章中の海上自衛隊が制定する

規則類は，陸上自衛隊が新規に規則を制定したのち，陸上自衛隊の規則類に置き換えるものとする。 

なお，関連文書については，この仕様書に規定した事項の理解を助けるためのものであり，この仕様書

の一部をなすものではない。 

a)  引用文書 

1)  仕様書 

ＧＬＴ－Ｃ－Ｆ－０００００１ 輸送艦（４１５１） 

ＧＬＴ－Ｃ－Ｆ－０００００２ 輸送艦（４１７１） 

2)  法令等 

会計法（昭和２２年法律第３５号） 

物品管理法（昭和３１年法律第１１３号） 

予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号） 

防衛省所管物品管理取扱規則（平成１８年防衛省訓令第１１５号） 

調達品等にかかわる監督及び検査に関する訓令（昭和４４年防衛庁訓令第２７号） 

装備品及び役務の調達における情報セキュリティの確保（防経装第９２４６号。２１.７．３１） 

陸上自衛隊会計事務規則[陸上自衛隊達第１６－４号（５２．２．２４） 

艦船等事故調査及び報告等に関する訓令（昭和４７年防衛庁訓令第３号） 

3)  規格等 

ＩＳＯ ９００１ 品質マネジメントシステム－要求事項 

b)  関連文書 

1)  法令等 
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    防衛省ＰＢＬガイドライン（平成３０年６月防衛装備庁） 

    艦船造修整備規則（平成１４年海上自衛隊達第５４号） 

艦船造修整備規則（平成１４年海上自衛隊達第５４号）別冊 艦船造修整備基準 

艦船造修整備実施要領（補本装艦第１２０４号（３０．６．１）） 

陸上自衛隊整備規則（陸上自衛隊達第７１－４号（５２．１２．２４）） 

陸上自衛隊補給管理規則（陸上自衛隊達第７１－５号（１９．１．９）） 

船舶の造修等に関する訓令（昭和３２年防衛庁訓令第４３号） 

自衛隊の使用する船舶に備える書類に関する訓令（昭和２９年防衛庁訓令第１４号） 

自衛隊海上輸送群艦船事故調査及び報告等に関する達（平成２６年海上自衛隊達第１６号） 

防衛省所管国有財産（船舶等）の取扱いに関する訓令（令和２年防衛省訓令第６７号） 

老齢船舶の調査に関する達（昭和３３年海上自衛隊達６１号） 

自衛隊の電波の監理に関する訓令（平成１８年防衛庁訓令第３４号） 

装備品等の部隊使用に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第７４号） 

 

2  維持整備業務に関する要求 

2.1  前提事項 

前提事項は，次による。 

a) 本業務は，業務委託対象輸送艦（以下，対象船舶という。）の維持整備業務について，包括的に委託す

ることで，2.6に示す保証基準であるＫＰＩの達成を求める契約である。対象船舶，役務期間は調達要領

指定書に示す。 

b） 官側が貸付可能な貸付品は，調達要領指定書による。 

c） 業務実施に必要な情報は，自衛隊の運用上制限があるものを除き，契約の相手方と官側で共有するも

のとする。細部については，調達要領指定書による。 

2.2  役務の内容 

a) 整備計画の策定 

b) 点検，整備，修理 

c) 物品供給 

d) 竣工後の官用通信機器の搭載工事 

 実施の細部は調達要領指定書によるものとし，細部の変更が生じる場合には，事前に官側と協議するも

のとする。 

2.3  役務の実施場所 

 契約の相手方の事業所，自らが準備する保管施設（以下，自社倉庫という。）及び呉基地，阪神基地に

おける官側の指定する場所とする。 

2.4  役務の実施態勢 

契約の相手方は，官側から要求された以下の役務の実施態勢を構築する。 

a) 情報セキュリティ体制／態勢の構築 

b) 保証基準と品質を満たす造修整備基盤の確保 

c) 自衛隊海上輸送群（仮称）との情報共有態勢の構築 

2.5  役務の種類 

契約の相手方は，官側から要求された役務実施態勢を構築し，委託された保守整備業務を実施するもの

とする。 
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2.6 保証基準 

契約の相手方は，次を基準として対象船舶の保守整備業務を実施するものとする。 

2.7 保守整備業務  

 契約の相手方は，表１に記載の保証所要隻を満たすよう，対象船舶の保守整備業務を行う。また，表１

に記載のステータスの意味は表２に船種ごとのステータスの評価要領については調達要領指定書に示す。 

 

表１－保証基準表（保守整備業務） 

部隊 船種 

(基準排水量/速力) 

保証所要隻

a),b) 
ステータス 下限日数／隻／年 c) 

自衛隊海上 

輸送群（仮称） 

LSV（4736t／15kt） １隻 ＡまたはＢ 

290日／隻／年（定期検査計画

年度） 

290日／隻／年（年次検査計画

年度（入渠を伴う）） 

295日／隻／年（年次検査計画

年度（入渠を伴わない）） 

LCU（2677t／ 15kt） １隻 ＡまたはＢ 

290日／隻／年（定期検査計画

年度） 

290日／隻／年（年次検査計画

年度（入渠を伴う）） 

注 a) 官側の所要による運航，運用（運航を含む）上の事故の場合は所要隻とみなす。 

b) 故障欠損発生後，復旧への猶予期間を設け，猶予期間内にステータスＡ／Ｂに復旧した場合，故障

欠損発生時にバックデートしてステータスを読み替え，所要隻数としてカウントする。猶予期間は臨

時修理等に着手可能となった時点から起算され，母港に帰港する場合は 21日，母港以外に帰港する場

合は 28日とする。  

c)  官側の要望に基づいて年次検査及び定期検査以外の整備を実施する場合は，当該期間を可動／非可

動の評価対象から除く。  

 

表２－ステータス表 

ステー

タス 

運航への

支障 

意味 

A なし FMC 全任務対応可能 

B 

PMC 

船種に応じた任務，或いは，運航に影響のない機器が故障 

C あり 船種に応じた任務に対応できるものの，運航に支障のある機器（レーダー

等）が故障 

D 船種に応じた任務に影響のある機器が故障し，使用制限はあるものの，同

任務への対応は可能 

E 船種に応じた任務に影響のある機器が故障し，船種に応じた任務への対応

は不能であるが，それ以外の任務への対応は可能 

Z NMC 非可動（船種に応じた任務及びそれ以外の任務への対応不能，または，定

期検査，中間検査に従事） 
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3  品質管理 

入渠を伴う年次検査及び定期検査においては，ISO 9001認証取得をしている事業所や部門を有する会社

で実施すること。また，供給する物品については以下の通りとする。 

材料の選定：本船の修繕に必要な各種材料について，船舶構造規則を除き，本船建造契約時における日

本産業規格（以下，JIS）又はこれと同等以上のものを使用しなければならない。なお契約相手方は，無規

格品が許される場合であっても，要求された条件又は性能を満足し，かつ，良質及び無傷なものを使用し

なければならない。 

規格品の採用：契約相手方は，日本電気工業会規格（以下，JEM）を除き，本船に使用する装置，機器及

び艤装品については，契約時における JIS に規定しているもの，又はこれと同等以上のものを使用しなけ

ればならない。 

装置の選定：契約相手方は，本船に使用する装置，機器及び艤装品については，その性能及び信頼性並

びに容量，重量を考慮の上，本船の任務に適合したものを使用しなければならない。装置等の選定につい

ては可能な限り機器等のメンテナンスフリー化を考慮するものとする。 

 

4  監督・検査 

監督及び検査は，契約担当官等の定める監督及び検査実施要領によって実施する。保証基準の達成に関

しては，定例ミーティングで確認を行う。定例ミーティングの細部内容については官民の調整による。 

 

5  受託者の条件等 

a) 受託者は、自衛艦及び内航（又は外航）船舶に対し、船舶管理に係る業務の知識及び技術があること

を証明できるものとする。 

b) 受託者は、陸上自衛隊が実施した船舶の維持整備（ＰＢＬ）に係るＲＦＩ（情報提供依頼）への情報

提供実績又は、令和４年９月から令和６年７月までの間の船舶の維持整備（ＰＢＬ）のＢＣＡ（実現可能

性の分析）への協力実績を有するものとする。 

 

6  その他の指示 

6.1  情報の保全 

 情報の保全は，次による。 

a) 契約の相手方及び業務従事者は，監督官の許可なく資料（電子データを含む。）を複写，増刷等記録に

残るような行為を行ってはならない。 

b) 契約の相手方及び業務従事者は，この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報について他に漏らし

又は利用してはならない。履行後においても同様とする。 

c) 契約の相手方は，この契約の履行に際し知りえた保護すべき情報（情報セキュリティ通達第 2 項第 1

号に規定する情報をいう。）その他の非公知の情報（以下,“保護すべき情報等”という。）の取扱いに当た

っては，装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保（防装庁（事）第１３７号。令和４年

３月３１日）における添付資料“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準”に基づき（保

護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては，これらに準じて），適切に管理するものとする。この

際，特に，保護すべき情報等の取扱いについては，次の履行体制を確保し，これを変更した場合には，遅

滞なく官に通知するものとする。 
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1) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集，整理，作成等した一切の情報が保護すべき情報（情

報セキュリティ通達第５項第 4 号の規定に基づく解除をしようとする場合に，同号に規定する確認

を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。）として取り扱われることを保障する履

行体制 

2) 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制 

3) 官が書面により個別に許可した場合を除き，契約の相手方に係る親会社，地域統括会社，ブランド・

ライセンサー，フランチャイザー，コンサルタント，その他の契約の相手方に対して指導，監督，

業務支援，助言，監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされ

ないことを保障する履行体制 

6.2 実施体制 

 契約の相手方は，本役務の実施に当たって次の体制を確保し，これを変更する場合には，事前に官

側と協議する。 

a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人（以下“業務従事

者“という。）を確保すること。 

b) 艦船造修整備規則に基づく年次検査及び定期検査を実施し得る能力を有し，入渠を伴う年次検査及び

定期検査を実施できる体制を構築していること。 

6.3 官給・寄託品 

 官給・寄託品は，必要の都度，官側において，相手方に官給・寄託するものとする。 

 なお，官給・寄託可能な部品の品目及び数量は，調達要領指定書による。 

6.4  下請負 

 契約の相手方は，必要に応じて点検，整備，修理，物品供給等の役務を対象船舶の製造・修理会社など

に委託することができる。この場合，下請負承認申請書を作成し，監督官の確認を得た後，契約担当官等

に提出し，承認を得るものとする。 

6.5  その他必要な事項 

6.5.1  官側による支援 

契約の相手方は，この役務の履行のために必要な次の事項について，官側と事前に調整し，官側の規則

などを遵守した上で，支援を受けることができる。 

なお，官側施設における業務に必要な電気及び水道などは無償とする。 

a) 官側との調整に関する関連場所及び施設への立ち入り 

b) 海上自衛隊呉基地，阪神基地内の保管施設の使用 

c) 海上自衛隊呉基地，阪神基地内の保管施設における搬入器材の使用 

d) 官側の技術文書等の閲覧又は受領 

e) その他，官側が必要と認めた事項 

6.5.2  技術資料などの貸与 

この仕様書に定める作業の実施に際し，必要とする技術資料などは，契約の相手方の申請により貸与す

る。 

 

7  役務が完了した際の届け出 

 契約の相手方は，四半期毎の期間が完了した場合は，速やかに完了書を契約担当官宛てに４部作成し，

受領検査官に届け出るものとする。また，受領検査官は，内容を確認し，署名捺印の上２部を契約担当官

に提出し，１部は契約の相手方に交付する。 
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8  疑義事項 

この仕様書において疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。 

」 

















































































調　達　要　求　番　号 4L7V4AS0005

（税抜）

規格 数量 単位 単価（税抜）

仕様書のとおり 1 ST

納入（履行）場所

入札（契約）保証金 免　除

　 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ

　 また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除

に関する誓約事項について誓約いたします。

　　　　　分任支出負担行為担当官

住　　所

会 社 名

代表者名

担当者名

連絡先

入　　札　　書

　　　金額 ￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

契約実施計画番号 4K6Z43C04010

品　　名 金額

輸送艦の維持整備業務

入札（見積）書有効期限

入札いたします。

令和　７　年　２　 月　４　日

　　　　　陸上自衛隊　中央会計隊　契約科長　宮　内　修　嗣　　　　殿

現地 納入期限（工期） 令和７年２月２４日～令和１０年３月１５日



分任支出負担行為担当官

陸上自衛隊中央会計隊

契約科長　宮内　修嗣 殿

住 　 所：

会 社 名：

代表者名：

担当者名：

連 絡 先：

令和６年度の入札等について、入札書又は見積書の提出に関し、

令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日までの間

を代理人と定め下記の権限を委任します。

１ 入札書提出の件

２ 見積書提出の件

３ その他上記委任事項に関する一切の件

令和 　年 　月　 日

委 任 者

受 任 者

記

委 任 状（入札等）


